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年金を受給している方が所在不明になったときは…

　近年、所在が不明な方や既に死亡していた方が、年金を受給し続けていたことが問題と
なっています。年金受給者の所在が 1 カ月以上明らかでないときは、その受給者の世帯員
は速やかにその旨を日本年金機構に届出なければなりません。
　受給し過ぎた年金は返還していただくことがありますので、年金を受給されている方が
失踪されたりしたときなどは、速やかに年金事務所までご連絡をお願いします。

鹿屋年金事務所による年金相談
6 月 12 日（水）　時間：午前 10 時～午後 3 時 　場所：末吉本庁 １階会議室
相談は無料ですが予約が必要です。（予約先：末吉本庁国民年金係　☎ 0986-76-8805）定員になり
次第締め切らせていただきますのでご了承ください。また、年金請求の相談が優先となります。

本庁 市民課 ☎ 0986-76-8805　大隅支所 地域振興課 ☎ 099-482-5923
財部支所 地域振興課 ☎ 0986-72-0934
鹿屋年金事務所 ☎ 0994-42-5121（はじめに音声ガイドが応対します）
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【夜間相談】６月 19日（水）
	 　　		午後５時 30分～午後８時

【休日相談】６月 23日（日）
		 　　		午前８時 30分～正午まで

【場 所】本庁	税務課（⑬番窓口）
※大隅・財部支所では、行っていません。
※収入や支出をお聞きすることがあります。
※印鑑を持参の上、ご来庁ください。

国民年金
の
はなし
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人気ブランドの靴を半額以下で安く販売しているサイ
トを見つけ、クレジットカード決済で購入を申し込ん
だ。10 日ほどで届いたが、中を開けたら明らかに偽物
だった。その後、業者と連絡が取れない。

インターネット通販で革のバッグを申込み、 代金を前払
いしたのに商品が届かない。 入金後は業者からメールも届
かず、 サイトにある住所や電話番号はでたらめだった。

今月の相談
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お問い合わせ…
消費生活センター
☎ 0986-76-8823

　　月４日は、むし歯予防デー、４日から 10 日

までは「歯と口の健康週間」です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今年は、『いつまでも　続くけんこう　歯の力』

がスローガンになっています。

人が物を噛む力は、その人の体重程度といわれ

ています。ちなみに食事の際に食物を食べやす

い硬さは、その方の噛む力の 25％～ 30％程度

が目安になるといわれています。一般的に硬い

印象のあるせんべいやピーナッツを噛むために

は、せんべいで約 14㎏、ピーナッツで約 12㎏

の力がいるそうです。食べ物を美味しく味わい

ながら快適に噛もうと思えば、これらの力に耐

６
えうるだけの健康な歯と歯肉が必要になります。

ところが、自分の歯を失いブリッジや義歯にな

ると天然の歯と比べて噛む力が 35％～ 40％に

減少するといわれています。できるだけ自分の

歯を残すために小さいうちからかかりつけ歯科

医をもち、口の中の病気を予防しましょう。また、

不幸にして歯を失った場合は放置せずに治療し

ましょう。

毎日の習慣！
健康

コラム
142号

いつまでも 続くけんこう 歯の力

お問い合わせ先
保健課 健康推進室　☎ 0986-76-8806
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